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第 24期 第 28回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 4年 10月 25日（火）9時 30分、第 28回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  農地法第 3条の 3の届出による専決処分について 

日程第 4  議案第 1号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第 5  報告第 2号  農地・非農地判断について 

日程第 6  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  2番 宮北  輝 委員  3番 佐藤 芳之介 委員  4番 佐々木 珠惠 委員 

２ 応招委員  5番 安宅 一夫 委員   6番 塚本 能信 委員    7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  田村 智幸 委員 坂本 勝則 委員 

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員  1番 茶木 義行 委員   

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 山田 孝博  主査 武山 伍織 

主査 石川 正人    主事 伊藤 雄真     主事 上野 礼 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  9時 30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

宮 北 委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 13条

の規定により 6番 塚本委員、2番 宮北委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 4年 10月 25

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」＞ 

報告第 1号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。宮北委員どうぞ。 

相続による所有権移転ということで、問題ないかと思いますが、現況を教えて下さい。 

番号 1番でございますが、こちらにつきましては一部が親族間での管理、一部が道央農業

振興公社を介して○○の○○さんに貸付中でございます。今後も同じ利用をしていきたいと

いうことで、あっせん等なしということでございます。続きまして番号 2でございます。ま

ず、○○の土地のご説明をさせて頂きます。道央農業振興公社を介して、○○○の○○○○

○○○○さんに貸付中で、牧草として利用されております。○○○の 4筆につきましては、

今回の議案第 1号で出てきますが、道央農業振興公社を介して○○○○○さんに貸付をする

予定でございます。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：議案第 1号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 1号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。それでは私

から良いですか。この土地については、転作田ということですでに○○○○○さんが作業委

託を受け、管理をしているのではないかと思います。10月 27日に賃貸借をしなければいけ

ない理由はありますか。 

こちらの土地につきましては、○○○○○さんがご存命のときに○○○○○○○○さんが

転作田として管理していたという経緯がございます。その中で、○○○○○○○○さんが一

度合意解約をし、○○さんが自己管理をしておりましたがお亡くなりになられ、今後の利用

について○○○○○さんにお願いできないかということでお話しがありました。ただ、相続

登記等に時間がかかってしまい正式な契約ができないまま作業委託の管理をしたところで

ございます。この度、相続登記等が終了し、すでに作業委託をされているということもあり

まして、速やかな賃貸契約を結びたいという双方の意思の中での契約でございます。以上で

す。 

あえて、10月に契約を結ぶ理由はありますか。 

転作田で利用されているということもございますが、道央農業振興公社を介して正式な契

約を結び、今年度から賃借料を○○さんに支払いたいという○○さんの意向がありました。
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議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

また、○○さんも公社を介すことでトラブル防止ということで今年度からの契約というとこ

ろでございます。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1 号は、提案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 7：議案第 2号「農地・非農地判断について」＞ 

議案第 2号「農地・非農地判断について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読

をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局より補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

今年度の農地利用状況調査につきましては、10月 3日から行われ、各地区担当委員にお集

まりいただき、計 4回実施いたしました。 

まず、1号遊休農地、再生利用が可能な農地でございますが、20筆、約 15.6ｈａとなって

おり、昨年度と比べてやや減っております。 

続きまして、非農地判断となった農地、再生利用が困難な農地につきましてでございます

が、78筆、約 32.4ｈａが非農地であると判断いたしました。 

農地利用状況調査の今後の手続きについて、ご説明いたします。 

今後の手続に関しまして、まず 1号遊休農地と判断された農地の所有者に対して、利用意

向調査を実施することとなっております。 

利用意向調査の内容といたしましては、今後の農地の利活用について、自分で管理・耕作

をするのか、もしくは貸したいのか、売りたいのか、農地中間管理機構等への貸付希望の有

無などを調査いたします。調査期間は昨年度から変更されましたが、1か月以内で回答を求

めます。調査の結果、中間管理機構等への貸付を希望する方につきましては、中間管理機構

に通知をいたしまして、農地の利用を出来るかどうかの調整をする運びとなります。売買、

賃貸等を希望の場合は、地区担当委員の皆様と相談させていただきながら、希望者を探す形

となります。自己利用の場合について、意思の表明から 6か月後の現地を確認し、意向どお

りであれば問題ありませんが、利用等がされていない場合については、勧告等を行う必要が

あります。回答がない場合や農地の利用等が認められない場合も同様に勧告等の対象となり

ます。 

最後に、非農地と判断された農地所有者に対しましては、非農地通知書を発送いたします。

この通知により、法務局にて地目変更が可能となります。以上です。 

補足説明が終わりました。番号 1から番号 3につきましては、佐々木委員が議事参与の制

限の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（佐々木委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 1から番号 3は、提案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 1 から番号 3 は、提案のとおり決定いたしました。ここで

佐々木委員の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（佐々木委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。 

これより番号 4から番号 98について質疑を行います。質疑ございませんか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 4 から番号 98 については、提案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 4から番号 98については、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 29回農業委員会総会につきましては、令和

4年 11月 28日月曜日、午後 1時 30分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。2

点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。9月・10月につきましては記載のと

おりでございます。11月 25日金曜日、令和 4年度第 8回常設審議委員会が札幌第二水産ビ

ルで開催されます。現時点では会長が出席される予定です。28日月曜日、第 29回農業委員

会総会を開催いたします。また、北広島市議会につきましては第 4回定例会が 11月 25日か

ら 12月 26日まで開催される予定となっております。3点目、次回現地調査委員会の日程に

ついてでございます。今月の現地調査委員会がございませんでしたので、10月に予定してお

りました現地調査委員にお願いしたいと思います。茶木委員・宮北委員・佐藤委員・調査補

充委員として佐々木委員でございます。案でございますが、11 月 15 日火曜日 9 時 00 分か

らを予定としておりますがご都合はいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。私から

は以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。それでは以上をもちまして第 28 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 10 時 00 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

    

議 長 

  

署 名               

 

議事録署名委員 

 

   番 

 

署 名 

 

議事録署名委員  

 

   番 

 

署 名 

 

 


